
第７１号議案 

 

 

町田市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和５年(２０２３年)８月２９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例 

町田市災害派遣手当等の支給に関する条例（平成１８年３月町田市条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に

基づき、災害対策基本法（昭和３６年法律第

２２３号）第３２条第１項（武力攻撃事態等

における国民の保護のための措置に関する法

律（平成１６年法律第１１２号）第１５４条

及び新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成２４年法律第３１号）第２６条の８に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）の

規定による町田市に派遣された職員（以下「派

遣職員」という。）の災害派遣手当、武力攻

撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエン

ザ等対策派遣手当（以下これらを「災害派遣

手当等」という。）の支給に関して必要な事

項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に

基づき、災害対策基本法（昭和３６年法律第

２２３号）第３２条第１項（武力攻撃事態等

における国民の保護のための措置に関する法

律（平成１６年法律第１１２号）第１５４条

及び新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成２４年法律第３１号）第４４条におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定

による町田市に派遣された職員（以下「派遣

職員」という。）の災害派遣手当、武力攻撃

災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊

急事態派遣手当（以下これらを「災害派遣手

当等」という。）の支給に関して必要な事項

を定めるものとする。  

   附 則 

 この条例は、公布の日又は新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部

を改正する法律（令和５年法律第１４号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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